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生
ご
み
処
理
機
の
無
料
貸
出

　
町
で
は
、
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
を
無
料
で

貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
ど
れ
だ
け
ご
み
を
減
量

で
き
る
か
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
貸
出
機
種

　

�

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
（
Ｍ

Ｓ
―
Ｎ
５
３
）

・
処
理
方
式　
温
風
乾
燥
式

・
サ
イ
ズ　

�

２
６
８
×
３
６
５
×
５
５
０
ミ
リ

・
最
大
処
理
量

　
約�

２
㎏
（
約
６
ℓ
）
／
回
（
２
～
６
人
分
）

※�

牛
・
豚
・
鳥
の
骨
、
貝
殻
な
ど
硬
質
の
も
の

処
理
で
き
ま
せ
ん

▼
申
請
開
始
日

・�

貸
し
出
し
希
望
日
の
３
カ
月
前

▼
貸
出
期
間　
３
カ
月
以
内

▼
注
意
事
項

・�

１
世
帯
に
つ
き
１
台
貸
し
出
し
ま
す
。

・�

返
却
時
は
、
点
検
お
よ
び
洗
浄
な
ど
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▼
貸
出
対
象
者

・
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

・�

20
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。
（
婚
姻
し
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
年
齢
を
問
わ
な
い
）

・�

貸
し
出
し
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
３

年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

▼
受
け
付
け
時
に
持
参
す
る
も
の

・
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
以
外
の
も
の
）

・�

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
が
で
き
る

写
真
付
の
身
分
証
明
書

▼
申
請
窓
口

〇
時
間　

午
前
８
時
３０
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５

時
１５
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
は
除
く
）

〇
場
所　
役
場
生
活
環
境
課

※�

必
ず
申
請
者
本
人
ま
た
は
代
理
人
（
委
任

状
が
必
要
）
が
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▼�

問
い
合
わ
せ　

　
生
活
環
境
課　
廃
棄
物
対
策
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
6
）

令
和
８
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
や
任
意
加
入
被

保
険
者
の
方
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

一
定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い

（
前
納
）
す
る
と
割
引
が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
付
期
限
は
法
令
で
「
納
付
対
象
月

の
翌
月
末
日
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
期
限
ま

で
に
保
険
料
を
納
め
な
か
っ
た
場
合
や
未
納
の

期
間
が
あ
っ
た
場
合
は
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
に
関
わ
る
請
求

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
納
付
が
難
し
い
場

合
は
、
納
付
免
除
や
納
付
猶
予
制
度
な
ど
を
利

用
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

・�

土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課
（
土
浦
市

小
松
1
‐
3
‐
33
ハ
ト
リ
ビ
ル
1
・
2
階
）

　
☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

※�

自
動
音
声
に
従
っ
て
【
２
】
の
あ
と
に
【
２
】

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

　
令
和
８
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

　
月
額
／
１
万
７
９
２
０
円

※�

令
和
９
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

　
月
額
／
１
万
８
２
９
０
円

※�

国
民
年
金
保
険
料
は
、
年
齢・性
別・

所
得
に
関
係
な
く
全
国
一
律

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

近
年
、
県
内
の
高
齢
者
宅
に
、
役
所
や
年

金
事
務
所
な
ど
の
職
員
を
装
っ
た
「
還
付
金

詐
欺
」
と
思
わ
れ
る
不
審
な
電
話
が
多
発
し

て
い
ま
す
。

【
犯
罪
の
手
口
】

　

役
所
や
年
金
事
務
所
、
税
務
署
な
ど
の
公

共
機
関
を
装
っ
て
電
話
を
か
け
「
税
金
や
医

療
費
な
ど
を
返
還
し
ま
す
」、「
還
付
金
が
あ

り
ま
す
」、「
後
ほ
ど
銀
行
か
ら
連
絡
が
あ
り

ま
す
」
な
ど
と
言
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自

動
預
払
機
）
に
誘
導
し
、
言
葉
巧
み
に
操
作

を
指
示
し
て
、
お
金
を
振
り
込
ま
せ
ま
す
。

【
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
！
】

　
役
所
や
年
金
事
務
所
な
ど
の
公
的
機
関
が
、

還
付
の
際
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
操
作
を
求
め
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
ご
本
人
か
ら
の
申
請
や
役
所
か
ら

の
通
知
も
な
し
に
、
電
話
だ
け
で
還
付
の
連

絡
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

還
付
金
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、
相
手
の

言
う
こ
と
を
信
用
せ
ず
、
役
所
や
年
金
事
務

所
な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
A
T
M
の
操
作
を
求
め
る
電
話
は
「
詐
欺
」

と
考
え
、
相
手
が
伝
え
て
き
た
電
話
番
号
に

は
連
絡
せ
ず
、
す
ぐ
に
最
寄
り
の
警
察
に
相

談
す
る
か
、
１
１
０
番
通
報
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課　

　
国
民
健
康
保
険
係
、
後
期
医
療
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
３・
１
７
５
）

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助
金

　
地
球
温
暖
化
の
原
因
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス

の
削
減
を
図
り
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
促

進
す
る
た
め
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
新
た

に
設
置
す
る
方
に
対
し
て
、
設
置
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

補
助
要
件
（
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
）

○�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
転
入
予
定

の
方

○�

町
内
に
住
宅
な
ど
（
家
屋
、
事
務
所
、
店

舗
、
自
治
会
館
）
を
所
有
す
る
方
（
所
有
者

の
承
諾
を
受
け
た
方
お
よ
び
新
築
す
る
方
を

含
む
）

○�

町
内
の
住
宅
な
ど
に
新
た
に
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
を
設
置
す
る
方
、
ま
た
は
町
内
の
未

使
用
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ
れ

た
住
宅
な
ど
を
購
入
す
る
方

○�

町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
（
同
一
世
帯
員

を
含
む
）

○�

過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
こ
と

○�

補
助
金
交
付
決
定
後
に
設
置
工
事
に
着
手
す

る
こ
と

○�

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
は
、
設
置
時
に
未
使

用
で
あ
る
こ
と

○�
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
公
称
最
大
出
力
値

が
１0
ｋ
Ｗ
未
満
で
あ
る
こ
と

○�

申
請
年
度
内
に
設
置
が
完
了
し
、
実
績
報
告

書
を
提
出
し
て
受
理
さ
れ
る
こ
と

○�

設
置
し
た
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
、
実
績
報
告
ま
で
に
電
力
会
社
へ
「
電
力

受
給
契
約
申
込
書
」
を
提
出
し
、
承
諾
を
受

け
る
こ
と

▼
補
助
金
額

　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
公
称
最
大
出
力
1

ｋ
Ｗ
当
た
り
２
万
円
と
し
、
１０
万
円
を
限
度
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
補
助
金
額
に
１
０
０
０
円

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
額
と
し
ま
す
。

▼
申
請
受
け
付
け

〇�

受
付
期
間　

４
月
６
日
㈪
～
12
月
18
日
㈮

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

〇�

場
所　
生
活
環
境
課

　
（
郵
送
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
）

※�

受
け
付
け
は
先
着
順
に
よ
り
随
時
行
い
ま
す

が
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
予
算
額
に
達

し
た
場
合
は
終
了
し
ま
す
。

※�

詳
細
は
「
利
根
町
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設

置
費
補
助
金
交
付
の
手
引
き
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。「
手
引
き
」
お
よ
び
「
申
請
書
」
は

生
活
環
境
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
生
活
環
境
課　
環
境
衛
生
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
６
）

　

住
宅
等
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

導
入
を
促
進
す
る
た
め
、
自
立
・
分
散
型
エ
ネ

ル
ギ
ー
設
備
を
新
た
に
設
置
す
る
方
に
対
し
て
、

設
置
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
導
入
促
進
補
助
金

◆�

補
助
要
件

　
（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
）

○�‌�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
転
入
予
定
の
方 

○�

町
内
に
住
宅
な
ど
（
店
舗
な
ど
と
の
併
用
住
宅
を

含
む
）
を
所
有
す
る
方
（
所
有
者
の
承
諾
を
受
け

た
方
お
よ
び
新
築
す
る
方
を
含
む
）

○�

町
内
の
住
宅
な
ど
に
新
た
に
自
立
・
分
散
型
エ
ネ

ル
ギ
ー
設
備
を
設
置
す
る
方
、
ま
た
は
町
内
の
未

使
用
の
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
設
置
さ
れ

た
住
宅
な
ど
を
購
入
す
る
方

○�

町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
（
同一世
帯
員
を
含
む
）

〇
い
ば
ら
き
エ
コ
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
登
録
し
て
い
る
方

〇�

建
築
物
、
電
気
設
備
な
ど
に
関
す
る
関
係
法
令
に

準
拠
し
て
い
る
住
宅
を
所
有
す
る
方

〇�

利
根
町
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
24
年
利
根
町
条

例
第
16
号
）
第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
暴
力
団

に
所
属
し
て
い
な
い
方
で
あ
り
、
同
条
第
２
号
に

規
定
す
る
暴
力
団
も
し
く
は
同
条
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
な
ど
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
な

い
方

○�

自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
は
、
電
力
を
繰

り
返
し
蓄
え
、
停
電
時
や
電
力
需
要
ピ
ー
ク
時
な

ど
必
要
に
応
じ
て
電
気
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と

○�

自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
は
、
住
宅
な
ど

に
設
置
さ
れ
た
太
陽
光
発
電
設
備
（
発
電
出
力
10

ｋ
Ｗ
未
満
に
限
る
）
に
よ
り
発
電
さ
れ
る
電
力
を

過
放
電
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

○�

自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
は
、
設
置
時
に

未
使
用
で
あ
る
こ
と

○�

自
立・分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
る
電

力
が
当
該
居
住
に
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

○�

自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
が
、
当
該
年
度

ま
た
は
前
年
度
に
、
国
が
実
施
す
る
補
助
事
業
に

お
け
る
補
助
対
象
設
備
と
し
て
、
国
の
委
託
事
業

者
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

○
過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

○
補
助
金
交
付
決
定
後
に
設
置
工
事
に
着
手
す
る
こ
と

○�

申
請
年
度
内
に
設
置
が
完
了
し
、
設
置
工
事
が
完

了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
30
日
を
経
過
し
た
日
ま

た
は
、
申
請
年
度
の
３
月
20
日
ま
で
に
実
績
報
告

書
を
提
出
し
て
受
理
さ
れ
る
こ
と

▼
補
助
金
額　
５
万
円

　
補
助
対
象
経
費
は
設
備
本
体
（
蓄
電
池
部
、
電
力

変
換
装
置
、
蓄
電
シ
ス
テ
ム
制
御
装
置
等
）
お
よ
び

付
属
品
の
購
入
費
、
工
事
費
（
据
付
け
・
配
線
工
事

な
ど
）

▼
申
請
受
付

〇�

受
付
期
間　
４
月
６
日
㈪
～
12
月
18
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

〇�

場
所　
生
活
環
境
課
（
郵
送
で
の
受
け
付
け
は
行

い
ま
せ
ん
）

・
受
け
付
け
は
先
着
順
に
よ
り
随
時
行
い
ま
す
が
、

受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
予
算
額
に
達
し
た
場
合

は
終
了
し
ま
す
。

・�

詳
細
は
「
利
根
町
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
設

備
設
置
費
補
助
金
の
手
引
き
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
「
手
引
き
」
お
よ
び
「
申
請
書
」
は
生
活

環
境
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
生
活
環
境
課　
環
境
衛
生
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
６
）


